
瀬戸内市建設工事等最低制限価格取扱要領(平成30年瀬戸内市告示第19号)新旧対照表 

現行 改正後 

(最低制限価格の算定方法) (最低制限価格の算定方法) 

第4条 略 第4条 略 

2 建設工事における最低制限価格基準率は、0.90とする。 2 建設工事における最低制限価格基準率は、0.92とする。 

3～8 略 3～8 略 

 


